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【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町27番２号

【電話番号】 03(6415)4031

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長　門井　豊

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当　　　　　　 　   728,000円

 

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額

217,178,000円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発

行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の

合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】 
第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権証券（第４回新株予約権証券）】

(1) 【募集の条件】

発行数 260個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 728,000円

発行価格 新株予約権1個につき2,800円（新株予約権の目的である株式１株当たり28円）

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成22年11月1日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社メディビックグループ　管理本部

東京都渋谷区桜丘町27番２号

払込期日 平成22年11月1日

割当日 平成22年11月1日

払込取扱場所 株式会社三井住友銀行　日比谷支店

（注）１．第４回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）の発行については、平成22年10月14日開催の当社取締役会

決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の「総数引受契約」を締

結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
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(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

株式会社メディビックグループ　普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま

す。なお、単元株式制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる

株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式26,000株とする（本新

株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株と

する。）。但し、本欄第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合には、本新株

予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額（同欄第２

項に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但

し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行

使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整

前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行

使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、

本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後

割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日

の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを

行う。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割

当株式数を乗じた額とする。

  ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、8,325円とする。ただし、本

欄第３項の規定に従って調整されるものとする。 

  ３．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    
既発行
株式数 ＋

割当
株式数

×
１株あたり
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

 

 

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 割当株式数

  (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

  ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含

む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取

得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求でき

る権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は

合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）
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  調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処

分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

②　株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定

めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全

部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出する

ものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての場合

は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額

をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

  (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円

未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必

要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行

使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

  (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

切り捨てるものとする。

  ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ

45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所

マザーズ市場（以下「マザーズ市場」という。）における当社普通株式の普通取引

の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

  ③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額

を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当

該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

  (5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。

  ①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の

調整を必要とするとき。

  ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。

  ③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行

使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。

  (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本

新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行

使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行

うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

217,178,000円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約

権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約

権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の

対象株式数で除した額とする。

  ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の

金額とし（計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成22年11月1日から平成24年10月31日（但し、行使期間最終日が銀行営業日でない場合に

はその前銀行営業日）までの期間とする。但し、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項」欄に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停止が

必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社が指定

する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止する期間その

他必要な事項を、当該期間の開始日の1ヶ月前までに通知する。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社メディビックグループ　管理本部東京都渋谷区桜丘町27番２号

２．新株予約権の行使請求の取次場所

　　該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

　　株式会社三井住友銀行　日比谷支店

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

また、各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降、本新株予約権の終期に至るまでの間に、

当社取締役会が本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日（以下「取得

日」という。）を定めた場合、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日

の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本

新株予約権1個につき本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合

には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社

となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株

式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編成行為」と総称する。）を行う場合は、

当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ

吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全

親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に

基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
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 ①　新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案し

て合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

②　新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

③　新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切

り上げる。

④　新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式

を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該

新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び

行使の条件

本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定する。

⑤　新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役

会の承認を要する。

（注）１．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住

所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律（「振替

法」という。）第131条第3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印した

うえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対

象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）を現金にて上記表中「新株

予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の

当社が指定する口座に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

２．本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際し

て出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第

３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書に

係る新株予約権行使請求取次日に発生します。

３．本新株予約権証券の発行及び株券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しません。

４．その他

 (1) 会社法その他の法律の改正等、本新株予約権発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社

は必要な措置を講じます。

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任するものとし

ます。

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

217,178,000 18,755,500 198,422,500

（注）１．払込金額の総額は、新株予約権の払込金額の総額(728,000円)に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額(216,450,000円)を合算した金額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．発行諸費用の概算額の内訳

コンサルティング費用

設計評価費用（株式会社プルータス・コンサルティング）2,900,000円、ファイナンシャルアドバイザリー

費用1,000,000円及び成功報酬10,822,500円(藍澤證券株式会社)

上記、成功報酬は本新株予約権の行使が行われて実際に払込を受けた後、紹介会社に支払う報酬金額の小計で

あります。

その他費用

弁護士費用300,000円、登記関連費用3,000,000円、信託銀行への代行手数料433,000円、その他諸費用300,000

円。

発行諸費用の概算額18,755,500円は想定される最大の金額であり、本新株予約権の行使が行われなかった場

合、上記成功報酬及び登記関連費用、信託銀行への代行手数料は減少いたします。

４．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記

差引手取概算額は減少いたします。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額（198百万円）は新たな個人向け健康管理支援サービス(以下、「新規サービス(注１)」という。)のため

の人件費に80百万円及び営業経費として41百万円、ＤＮＡ検査需要の増加に対応する為の検査機器等の購入に55百万円、ＤＮ

Ａ検査需要の増加に対応する為の検査施設の増床に22百万円を充当することとしております。また、具体的な資金使途につい

ては以下のとおりであります。なお、調達資金につきましては、実際に支出するまでは銀行預金とし、安定的に管理いたします。

 

具体的な資金使途
金　額　　（百

万円）
支出予定時期

①新規サービス構築のための人件費

      　　　内　　　訳　　　　　営　業　部　門

　　　　　　　　　　　　　　　　検　査　部　門

80

45

35

 

平成23年1月～平成24年12月

平成23年1月～平成24年12月

②新規サービス展開に係る営業経費 41 平成23年1月～平成24年12月

③ＤＮＡ検査需要の増加に対応する為の検査機器の購入 55 平成23年7月～平成24年12月

④ＤＮＡ検査需要の増加に対応する為の検査施設の増床 22 平成23年10月～平成24年6月

(注) １.　当社グループが開始する新規サービスは、ＢｔｏＢｔｏＣモデルで医療機関を通じて広く一般の個人の方に薬物

体質に関する遺伝子検査及びその結果情報などをご提供するもので、予め自身の《薬物代謝の能力》を知ることに

よって、薬の効果が得られない、副作用が発生するなどのリスクを予防することを目的に、個人一人ひとりが自身の

体質に合った薬剤を選ぶ際の目安としてお使いいただけるものです。現在製薬企業などから添付文書などで提供さ

れている薬剤代謝酵素と新規サービスでご提供する薬剤有効性や副作用リスクとの関連情報を組み合わせることに

より、今後医療現場でご活用していただける社会的にも意義のあるサービスであります。
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２.　新株予約権の行使による払込みは、原則として新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使により調達する

差引手取概算額は、新株予約権の行使状況により決定されます。本新株予約権には、エクイティ・コミットメント・

ラインによる行使指示条項が定められておりますが、当該指示を行うためには市場における当社株価が行使価額を

上回る必要が生じます。従いまして市場における株価の動向によりましては本新株予約権は行使されない可能性を

含んでおります。このように本新株予約権が行使されない場合においては、エクイティ・コミットメント・ラインに

よる取得条項に基づき改めて資金調達手段を検討する、あるいは本新株予約権の行使にて調達する差引手取概算額

により変更がありうることから、上記設備投資等の内容について適宜変更するなどの柔軟な対応を図る予定でおり

ます。

第２【売出要項】
 　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

１【割当予定先の状況】

a .割当予定先の概要

名称  マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

本店の所在地  東京都港区赤坂１丁目12番32号

代表者の役職及び氏名 代表取締役　浦谷　元彦

資本金 10百万円

事業の内容 投資事業

主たる出資者及びその出資比率 浦谷　元彦　100％

　　（注）資本金、主たる出資者及びそお出資比率の欄は、平成22年10月14日現在におけるものであります。
 
b .提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

 

ｃ.割当予定先の選定理由

当社は、今般の第三者割当による本新株予約権の発行にあたり、資金の調達が適時に行われること、将来的に必要な資金が

確保できること、当社の事業内容や中長期事業戦略についてご理解いただけること等を条件として、割当予定先を検討して

まいりました。

第三者割当増資の割当予定先となり得る事業会社等、多種多様な調達手段を検討し、コンサルティング会社、投資会社等よ

り様々なご提案をいただきました。

割当予定先のマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下「マイルストーン社」といいます。）は平成22

年7月に、Ｍ＆Ａや資本政策に関して当社と定期的に情報交換を行っている藍澤證券株式会社より紹介を受けた投資会社で

あります。当社は、マイルストーン社の設立経緯、沿革、事業概要、実績等の調査を行うと共に、代表取締役の浦谷元彦氏と複

数回の面談を行い、同社が当社グループが新たに構築する新規サービスを理解する候補先であることを確認いたしました。
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マイルストーン社は、代表取締役の浦谷元彦氏により平成21年2月に設立された、東京に拠点を置く企業育成の投資事業を

目的とした株式会社でありますが、既に日本の上場企業数社で新株予約権の引受の実績があり、払込も確実に行っている先

であります。また、開示資料を元に集計すると、同社は設立以降本日現在までの約1年8ヶ月で、当社を除く上場企業8社に対し

て、第三者割当増資による新株式及び新株予約権の引受並びに新株予約権の行使で約1,500百万円の払込を行っております。

上記の新株予約権はすべて行使価額と目的株式数が固定された新株予約権であり、実質的に行使可能となるのは発行会社の

株価が新株予約権の権利行使価額を上回る場合に限られます。発行会社の株価が権利行使価格を下回って推移する期間があ

ることを勘案いたしますと、その行使実績からは、マイルストーン社による新株予約権の行使が市場動向に応じて適時に行

われていることが推認できます。従って、マイルストーン社を割当て先として選定することは、適時の資金確保を図るという

本新株予約権の発行目的に合致するものと考えております。同社にご提案いただいた本新株予約権のスキームは、現在、当社

が採り得る資金調達手段の中でもっとも有利な条件であり、当社が受けた複数のご提案の中で、もっとも資金調達の可能性

が高いものであると判断いたしました。

上記に加え、本新株予約権が全部行使された際、同社が当社の大株主となりますが、同社は市場動向を勘案しつつ適時株式

を売却していく方針であり、当社の経営方針への悪影響を防止するべく当社の経営に介入する意思がないことにより、今般

同社を割当予定先として選定することといたしました。

 

ｄ. 割り当てようとする株式等の数

マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割当てる本新株予約権の目的である株式の数は、26,000株であり

ます。

 

e. 株券等の保有方針

割当予定先であるマイルストーン社とは、保有方針に関して特段の取り決めはありませんが、同社からは当社の企業価値

向上を目指した純投資である旨、意向を表明していただいております。本新株予約権の行使により交付を受けることとなる

当社普通株式については、市場動向を勘案しながら売却する方針と伺っております。

なお、マイルストーン社はエクイティ・コミットメント・ラインに基づいて、当社の企業価値向上における支援者として、

当社の機動的な資金調達要請に応ずることとなっております。

 

f. 払込みに要する資金等の状況

当社はマイルストーン社より引受けに係る払込を行うことが十分に可能である資金を保有している旨を表明及び保証

した書面を受領しております。さらに最近の財産状態の説明を聴取したうえ、マイルストーン社からは平成22年1月期及び

7月期（中間期）の財務諸表における現金及び預金の残高を確認し、また預金口座の通帳の写しを受領し、払込に要する財

産の存在について確認しております。

以上より、当社は割当予定先が本新株予約権の発行価額総額の払込に要する金額を有しているものと判断いたしました。

なお、当社は、本新株予約権に関してマイルストーン社が出資する資金は、自己資金を用いることを同社より聴取し確認して

おります。

 

g. 割当予定先の実態

当社は、割当予定先から、反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領しております。当社は、割当予定先、当該割当予定

先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力とは一切関係がないことを独自に専門の調査機関（株式会社トク

チョー　東京都千代田区）に調査を依頼し確認しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　　割当予定先が、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付

されております。ただし、割当予定先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げませ

ん。
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３【発行条件に関する事項】

本新株予約権の発行価額については、本新株予約権の発行要項及び本契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算

定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎とした第三者評価機関（株式会社プルータス・コンサルティング　

東京都港区）による評価書を参考に、第４回新株予約権の１個当たりの払込金額を2,800円(1株当たり28円)といたしまし

た。

また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日(平成22年10月13日)のマザーズ市

場における普通取引の終値に、0.9を乗じて1株8,325円に決定いたしました。行使価額の決定につきましては、当社の業績動

向、財務状況、株価動向等を勘案し割当予定先と協議した上で総合的に判断いたしました。この行使価額は、日本証券業協会

の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準じております。なお、行使価額の当該直前取引日までの１か月間の終値平

均10,449円に対する乖離率は▲20.3%、当該直前取引日までの３か月間の終値平均11,353円に対する乖離率は▲26.7%、当該

直前取引日までの６か月間の終値平均11,506円に対する乖離率は▲27.6%、となっております。本新株予約権の行使価額の算

定方法について、取締役会決議日の直前取引日終値を参考に行使価額を8,325円といたしましたのは、乖離率にみられるとお

りこれら過去の特定期間における終値平均値にあってはその時々の経済情勢、株式市場を取り巻く環境、当社の経営・業績

動向など様々な要因により株価が形成されていることから、必ずしも直近の当社株式の価値をより公正に反映しているとは

判断し難いことから、当社の業績動向、当社の株価動向、具体的な使途、支出額、支出予定時期、本新株予約権の行使により発

行される株式数及び割当予定先の保有方針等を考慮しつつ、割当予定先との交渉の結果、直前取引日終値を参考として行使

価額を8,325円(ディスカウント率は10％）とすることが、より公正妥当であると判断いたしました。また、これにより算定し

た発行価額については、会社法第238条第３項第２号に規定されている特に有利な金額には該当しないと判断しております。

当該判断に当たっては、前述のとおり第三者評価機関による評価書を参考にしております。また、当社監査役全員より、本新株予

約権の発行要項及びコミットメント条項付第三者割当契約の条件並びに上記評価書の内容を総合的に検証した結果、発行価額に

ついては有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないとの意見書を入手してお

ります。

４【大規模な第三者割当に関する事項】

平成22年10月14日現在の当社の発行済株式総数180,542株にかかる議決権の数は180,542個で、本新株予約権が全て行使され

た場合に発行される当社株式26,000株に係る議決権の数は26,000個となり、現在の当社の発行済株式総数及び議決権の総数に

対する割合は14.4％となります。したがって、本新株予約権の発行は、25％以上となる場合に当たらず、また、支配株主となるも

のが生じる場合にも当たりませんので、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第２号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する

大規模な第三者割当には該当いたしません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

総議決権数

に対する所

有議決権の

割合（％）

割当後の所

有株式数

（株）

割当後の総

議決権数に

対する所有

議決権数の

割合（％）

株式会社モンスター・ナイン 東京都渋谷区桜丘町20-1 70,00038.9870,000 33.89

マイルストーン・キャピタル・マネ
ジメント株式会社

東京都港区赤坂1-12-32 ― ― 26,000 12.59

橋本　康弘 大阪府東大阪市 22,32512.4322,325 10.81

泉　辰男 北海道室蘭市 2,800 1.55 2,800 1.36

藤井　衛 兵庫県尼崎市 1,686 0.93 1,686 0.82

竹野　健一 神奈川県高座郡 1,351 0.75 1,351 0.65

小餅　良介 東京都品川区 1,137 0.63 1,137 0.55

青柳　満喜 福岡県宗像市 1,000 0.55 1,000 0.48

中島　信男 大分県宇佐市 710 0.39 710 0.34

鈴木　正輝 静岡県静岡市 561 0.31 561 0.27

長谷川　忠正 兵庫県姫路市 555 0.30 555 0.27

計 － 102,12556.82128,12562.03

（注）１．平成22年6月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成22年10月14日現在の発行済株式

総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数26,000株を加えて算定しております。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８【その他の参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 　該当事項はありません。

 

第二部【公開買付けに関する情報】

 

第１【公開買付けの概要】
 　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
 　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
 　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】

１　資本金の増減

「第四部　組込情報」の四半期報告書「第一部　企業情報　第４ 提出会社の状況　１．株式等の状況」に記載の資本金は本有価

証券届出書提出日現在、以下のとおり変化しております。

年月日

（発生事由）

資本金 資本準備金

増減額（千円） 残高（千円） 増減額（千円） 残高（千円）

平成22年４月15日

（新株予約権の行使）（注１）
15,226 2,073,617 15,226 2,606,815

平成22年５月14日

（ストックオプションの行

使）（注２）

2,022 2,075,640 2,022 2,608,837

平成22年８月４日

（新株予約権の行使）（注3）
5,075 2,080,715 5,075 2,613,912

（注１）　平成22年４月14日を効力発生日とする新株予約権の行使により、発行済株式数が3,000株、資本金及び資本準備金がそ

れぞれ15,226千円増加しております。

（注２）　平成22年５月14日を効力発生日とするストックオプションの講師により、発行済株式数が300株、資本金及び資本準備

金がそれぞれ2,022千円増加しております。

（注３）　平成22年８月４日を効力発生日とする新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金及び資本準備金が

それぞれ5,075千円増加しております。

 

２　事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」の第10期有価証券報告書に記載された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリス

ク」について、当該有価証券報告書の提出日(平成22年3月29日)以後本有価証券届出書提出日（平成22年10月14日）までの間

に生じた変更その他の事由は以下のとおりであります。以下に掲げた内容は、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリ

スク」の変更及び追加箇所を記載したものであり、当該箇所に下線を付しております。

なお、当該有価証券届出書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日現在におい

てもその判断に変更はありません。

①～⑬　省略

⑭株式価値の希薄化について

当社グループは、平成22年10月14日開催の当社取締役会において、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を

割当予定先とする第４回新株予約権の発行を決議いたしました。マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り

当てる新株予約権の目的である株式の総数は26,000株となっております。

平成22年10月14日現在の当社の発行済株式総数180,542株にかかる議決権の数は180,542個で、本新株予約権が全て行使され

た場合に発行される当社株式26,000株に係る議決権の数は26,000個となり、現在の当社の発行済株式総数及び議決権の総数に

対する割合は14.4％となります。したがって、当該新株予約権がすべて行使され株式が発行された場合、当社１株当たりの株式

価値は希薄化し、今後の株式市場動向によっては需要供給バランスが大幅に変動し、当社の株式価値に影響を及ぼす可能性が

あります。
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３　最近の業績の概要

第11期第3四半期連結累計期間（自　平成22年1月1日　至　平成22年９月30日）の業績の概要

第11期第3四半期連結累計期間（自　平成22年1月1日　至　平成22年９月30日）における売上高の見込みは以下のとおりであ

ります。なお下記の数値については決算処理確定前の暫定数値であり変動する可能性があります，

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査も終了しておりません。

売上高以外の指標につきましては、現時点で算出することは困難であり、記載を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせ

る恐れがあるため記載しておりません。

売上高（百万円） 　　　　　165
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第四部【組込情報】
 　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

 

事業年度

（第10期）

自　平成21年１月１日

至　平成21年12月31日

平成22年３月29日

関東財務局長に提出

四半期報告書 事業年度

（第11期第２四半期）

自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

平成22年８月12日

関東財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１に

基づき本届出書の添付書類としております。

 

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】 
第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】 
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成21年３月26日

株式会社メディビックグループ

取締役会　御中

監査法人よつば綜合事務所

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　　門　　　　　剛　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　　岡　　　　　誠　　㊞

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社メディビックグループの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年

度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ

・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社メディビックグループ及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成21年２月26日にコミットメントライン契約を締結し

ている。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(※)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年３月25日

株式会社メディビックグループ

取締役会　御中

監査法人よつば綜合事務所

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　　門　　　　　剛　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　　岡　　　　　誠　　㊞

　
　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社メディビックグループの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年

度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ

・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社メディビックグループ及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

　

追記情報

　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は、継続して営業損失、

経常損失及び純損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても継続してマイナス

を計上している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不

確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表には反映されていない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社メディ

ビックグループの平成21年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制

を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場か

ら内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽

の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠し

て内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社メディビックグループが平成21年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効

であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内

部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(※)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成21年３月26日

株式会社メディビックグループ

取締役会　御中

監査法人よつば綜合事務所

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　　門　　　　　剛　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　　岡　　　　　誠　　㊞

　
　
　 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社メディビックグループの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第９期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社メディビックグループの平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年

度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成21年２月26日にコミットメントライン契約を締結し

ている。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(※)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年３月25日

株式会社メディビックグループ

取締役会　御中

監査法人よつば綜合事務所

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　　門　　　　　剛　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　　岡　　　　　誠　　㊞

　
　
　 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社メディビックグループの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第10期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社メディビックグループの平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年

度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は、継続して営業損失、

経常損失及び純損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても継続してマイナス

を計上している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不

確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表には反映されていない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(※)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月14日

株式会社メディビックグループ

取締役会  御中

　

監査法人よつば綜合事務所

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　門　　剛　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　岡　　誠　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社メディビックグループの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日

から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディビックグループ及び連結子会

社の平成21年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年８月11日

株式会社メディビックグループ

取締役会  御中

　

監査法人よつば綜合事務所

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　門　　剛　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　岡　　誠　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社メディビックグループの平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日

から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディビックグループ及び連結子会

社の平成22年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、継続して営業損失、経常損失及び純損失

を計上しており、また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても継続してマイナスを計上している状

況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認め

られる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表には反映されていない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、第３回新株予約権の一部が権利行使された。
　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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